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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第23期

第１四半期連結
累計(会計)期間

第24期
第１四半期連結
累計(会計)期間

第23期

会計期間
自　平成21年１月１日
至　平成21年３月31日

自　平成22年１月１日
至　平成22年３月31日

自　平成21年１月１日
至　平成21年12月31日

売上高                          (千円)7,609,974 8,913,244 34,191,988

経常利益又は経常損失(△)        (千円) △224,553 421,519 602,961

四半期(当期)純利益

又は純損失(△)                  (千円)
△309,053 298,264 486,677

純資産額                        (千円)13,450,669 13,658,543 14,076,924

総資産額                        (千円)22,507,261 24,824,393 24,725,420

１株当たり純資産額                (円)85.02 96.36 95.93

１株当たり四半期(当期)純利益金額

又は純損失金額(△)                (円)
△1.97 2.13 3.16

潜在株式調整後１株当たり

四半期(当期)純利益金額            (円)
－ 2.07 3.11

自己資本比率                      (％)59.2 54.2 56.1

営業活動による

キャッシュ・フロー              (千円)
591,852 2,105,686 2,542,216

投資活動による

キャッシュ・フロー              (千円)
△126,687 △199,329 △229,986

財務活動による

キャッシュ・フロー              (千円)
7,978 △616,558 1,491,566

現金及び現金同等物の

四半期末(期末)残高              (千円)
3,823,959 8,390,687 7,146,804

従業員数                          (人)2,235 2,086 2,143

　（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２．売上高には、消費税等は含んでおりません。

３．第23期第１四半期連結累計(会計)期間につきましては潜在株式調整後１株当たり四半期純利益は、１株当た

り四半期純損失を計上しているため記載しておりません。
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２【事業の内容】

　当第１四半期連結会計期間において、当社グループ（当社及び連結子会社、以下同じ）が営む事業の内容について、

重要な変更はありません。

  

 

３【関係会社の状況】

　当第１四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

 

 

４【従業員の状況】

(１)連結会社の状況

 平成22年３月31日現在

従業員数（人） 2,086(72)

     (注) 従業員数は就業員数であり、臨時雇用者数は当第１四半期連結会計期間の平均人員を(　)外数で記載して

おります。

 

(２)提出会社の状況

 平成22年３月31日現在

従業員数（人） 83 (2)

     (注) 従業員数は就業員数であり、臨時雇用者数は当第１四半期会計期間の平均人員を(　)外数で記載しており

ます。
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第２【事業の状況】

１【生産、受注及び販売の状況】

　(１)生産実績

　　　当社グループにおける主要な生産は、製造コストが安価でインフラの整備されたシンガポール及び中国（広東省東

莞市）の自社工場で生産するほか、低価格製品を中心に東南アジアの工場へ生産委託しております。なお、当社グ

ループにおける事業の種類別セグメントは、区分欄に記載した情報通信・ネットワーク事業のみであります。

　　　当第１四半期連結会計期間における生産の実績は次のとおりです。

区分 生産高(千円) 前年同四半期比(％)

情報通信・ネットワーク事業 3,919,263 107.8

　 (注) １．金額は製造原価によっております。

　　　　２．金額には消費税等は含まれておりません。

 

　　　当第１四半期連結会計期間における委託生産に伴う仕入高及び生産に伴う原材料・部品の仕入高の実績は次のとお

りです。

区分 仕入高(千円) 前年同四半期比(％)

情報通信・ネットワーク事業 2,754,814 101.8

　 (注) １．金額は仕入価額によっております。

 　　　 ２．金額には消費税等は含まれておりません。

 

　(２)受注実績

　　　当社グループの取扱品目は原則として全てが標準製品でありますので、個別受注生産は行わず、見込み生産を行って

おります。

　(３)販売実績

　　　当第１四半期連結会計期間における販売実績は次のとおりです。

区分 販売高(千円) 前年同四半期比(％)

情報通信・ネットワーク事業 8,913,244 117.1

　 (注) １．主要な相手先別の販売実績及び総販売実績に対する割合については、いずれの販売先についても当該割合

が10％未満のため記載を省略しております。

　　　　２．金額には消費税等は含まれておりません。

２【事業等のリスク】

　当第１四半期連結会計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。また、前事業年度の有価証券報

告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。

　

　

３【経営上の重要な契約等】

　当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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４【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

　文中の将来に関する事項は、当四半期報告書提出日現在において当社グループが判断したものであります。 

 

(１)業績の状況

　当第１四半期（平成22年１月１日～平成22年３月31日）における世界経済は、厳しい状況を脱し緩やかに上向

き始めました。当社グループが関わるネットワーク関連業界においても、企業の設備投資は持ち直しつつありま

す。このような状況の中、当社グループは、引き続き一般企業はじめ、公共・医療・教育市場、軍事施設、地域通信

事業者等にネットワーク・ソリューションを提供してまいりました。特に日本においては、地域密着型の営業を

目指した営業拠点の増設を行うなど、病院をはじめ多くの案件の獲得に向け積極的に活動しております。また、海

外では、当社製品の信頼性の高さから、地方自治体の標準的ネットワーク機器として認定され、公共施設での導入

が決定されるなど、当社グループの活動フィールドは徐々に拡大しております。

　この結果、当第１四半期の連結売上高は89億13百万円（前年同期比17.1％増）となりました。地域別にみると、

日本は売上高50億58百万円（前年同期比24.3％増）、欧米は33億70百万円（前年同期比8.1％増）、アジア・オセ

アニアは４億83百万円（前年同期比14.8％増）となりました。また、営業利益は３億72百万円の利益（前年同期

は９億46百万円の損失）、経常利益は４億21百万円の利益（前年同期は２億24百万円の損失）、四半期純利益は

２億98百万円の利益（前年同期は３億９百万円の損失）となりました。

　当社グループは引き続き、品質・価格競争力の優れた製品を、ネットワーク・ソリューションとして積極的に提

案し、信頼性の高い製品力、サポート力で多くの案件を獲得することで、第２四半期及び通期において売上高の拡

大を目指してまいります。

 

(２)財政状態の分析状況

　当第１四半期連結会計期間末における総資産は248億24百万円となり、前連結会計年度末に比べ98百万円増加い

たしました。これは主に受取手形及び売掛金が11億40百万円減少した一方で、現金及び預金が13億43百万円増加

したことなどによるものであります。負債合計は111億65百万円となり、前連結会計年度末に比べ５億17百万円増

加いたしました。これは主に短期借入金が10億６百万円減少した一方で、長期借入金が５億65百万円、１年内返済

予定の長期借入金が３億１百万円、賞与引当金が２億72百万円、未払法人税等が１億98百万円増加したことなど

によるものであります。純資産につきましては、136億58百万円となり、前連結会計年度末に比べ４億18百万円減

少いたしました。これは主に自己株式が３億14百万円増加したことなどによるものです。これらの結果、自己資本

比率は前連結会計年度末に比べ1.9ポイント低下となる54.2％となりました。

　

(３)キャッシュ・フローの状況　　　

当第１四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は83億90百万円となり、前第１四半期連結累計期間

末に比べ45億66百万円増加いたしました。当第１四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそ

れらの増減要因は以下のとおりであります。

  ＜営業活動によるキャッシュ・フロー＞　　　

　営業活動によるキャッシュ・フローは21億５百万円の収入となり、前第１四半期連結累計期間に比べ15億13百

万円の収入増となりました。これは主に売上債権の減少が13億87百万円減少した一方で、税金等調整前四半期純

利益が７億47百万円増加、為替差益が７億45百万円減少、仕入債務の減少が11億26百万円減少したことなどによ

るものであります。

＜投資活動によるキャッシュ・フロー＞　　  

　投資活動によるキャッシュ・フローは１億99百万円の支出となり、前第１四半期連結累計期間に比べ72百万円

の支出増となりました。これは主に定期預金の増加によるものであります。

　  ＜財務活動によるキャッシュ・フロー＞

　　　財務活動によるキャッシュ・フローは６億16百万円の支出となり、前第１四半期連結累計期間に比べ６億24百万

円の支出増となりました。これは主に長期借入れによる収入が９億円増加した一方で、短期借入金の純減が10億

24百万円、自己株式の取得による支出が３億14百万円増加、配当金の支払額が１億57百万円増加したことなどに

よるものであります。

　

(４)事業上及び財務上の対処すべき課題

　　（当面の対処すべき課題）

　　　当第１四半期連結会計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

　　（会社の支配に関する基本方針）

　当社は、平成21年７月31日開催の取締役会において、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に

関する基本方針を定めており、その内容等（会社法施行規則第118条第３号に掲げる事項）は次のとおりであり

ます。
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(Ⅰ) 基本方針の内容の概要

  当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、当社の企業価値の源泉を理解し、当社が企業価値

ひいては株主共同の利益を継続的かつ持続的に確保、向上していくことを可能とする者である必要があると考

えています。

  当社は、当社の支配権の移転を伴う買収提案がなされた場合、その判断は最終的には株主全体の意思に基づ

き行われるべきものと考えております。また、当社株式について大量買付がなされた場合であっても、これが当

社の企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上に資するものであれば、これを否定するものではありませ

ん。しかしながら、株式の大量買付の中には、その目的等から見て企業価値・株主共同の利益に対する明白な侵

害をもたらすもの、株主に株式の売却を事実上強要するおそれがあるもの、対象会社の取締役会や株主が株式

の大量買付の内容等について検討し、あるいは対象会社の取締役会が代替案を提案するための十分な時間や情

報を提供しないもの、対象会社が買収者の提示した条件よりも有利な条件をもたらすために買収者との交渉を

必要とするもの等、大量買付の対象となる会社の企業価値・株主共同の利益に資さないものも少なくありませ

ん。

  この点、当社の企業価値の源泉は、グループ各社の有する①ネットワーク機器業界のリーディングカンパ

ニーとして創業以来蓄積してきた経験とノウハウ、高度な技術力に基づいた情報通信機器全般に関する総合

力、②急速かつ激しい技術革新に対応し、「高性能」「高品質」「高い信頼性」を保持しつつ「コストパ

フォーマンス」に優れた製品を安定的に供給することのできる研究開発力、③お客様の幅広いニーズにきめ細

かく応えることのできる製品及びサービスの豊富さ、④世界に広がる多くの顧客及び取引先、パートナーとの

長期的な友好関係に基づく強固な信頼関係にあります。当社株式の買付けを行う者がこれら当社の企業価値の

源泉を理解し、これらを中長期的に確保し、向上させられる者でなければ、当社の企業価値ひいては株主共同の

利益は毀損されることになります。

  当社は、このような当社の企業価値・株主共同の利益に資さない大量買付を行う者は、当社の財務及び事業

の方針の決定を支配する者として不適切であり、このような者による大量買付に対しては、必要かつ相当な対

抗措置を講じることにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保する必要があると考えます。
　

(Ⅱ) 取組みの具体的な内容の概要

①当社の財産の有効な活用、適切な企業集団の形成その他の基本方針の実現に資する特別な取組み

  当社は、創業以来20年以上継続してきた「法人向けネットワーク機器」の開発・製造・販売の更なる拡充

と、サポート・サービスの充実を中心とした様々な施策を実行することで、当社の企業価値を向上させるこ

とに鋭意取り組んでおります。

（ネットワーク機器事業）

  当社グループは、創業以来、世界21ヶ国に広がる販売拠点と業界随一の幅広い製品ラインナップにより、世

界でも有数のネットワーク機器総合メーカーとしての地位を築いてまいりました。常に機器メーカーとして

の原点に立ち返り、お客様のニーズをいち早く取り入れた技術的に優れた製品をタイミングよく開発・販売

することで主力製品の拡販を進めております。今後は、更なるサポート・サービスの充実と最適なＩＴシス

テム基盤構築を行うためのプロフェッショナルサービスの展開など幅広い事業戦略を推進し、より一層の安

定的な収益基盤の確保を目指してまいります。

（ＩＰトリプルプレイ事業）

  当社グループは、ＩＰネットワーク上のマルチメディア化にいち早く注目し、ＩＰトリプルプレイ事業の

準備（機器の開発、販売体制構築）に、戦略的開発投資を行ってまいりました。その結果、現在、世界各国の

ユーザーに真のＩＰトリプルプレイが提供され始めております。当社グループは、ＩＰトリプルプレイ事業

は、長期的に成長が見込める市場であると考えており、今後も継続して投資を行ってまいります。

(ⅰ)ＮＳＰ（ネットワーク・サービス・プロバイダー）

　当社グループは、欧米にて拡大しているＩＰトリプルプレイ市場にいち早く対応し投資を継続してお

り、機器の開発からサポート・サービス、コンサルティングまでワンストップで提供可能な体制を整え、

マーケットリーダーとしての地位を確立してまいりました。また、ＩＰＴＶ等新たなサービス需要に対

しては、大手インテグレーターとの強力なパートナーシップを背景に、営業力と商品力の両面の強化に

より事業の拡大を図っております。

(ⅱ)ＩＰ－ＧＳＰ（ＩＰグローバル・サービス・プロバイダー）

　ＩＰ－ＧＳＰ事業は、大学や米軍基地など一定のエリアにおいて、インフラの敷設からＩＰ電話、ＩＰ

ＴＶ、その他ネットワーク等、様々なサービスやコンテンツを提供する事業です。当社グループは、機器

メーカーとしての範疇を超え、ネットワーク構築からそれを利用したサービス提供まで総合的に提供で

きる企業集団としての体制を整えてきておりますが、今後もこの事業を拡大することにより、グローバ

ルに展開している企業へのビジネスゲートウェイとしての役割も担うことが可能となるとともに、サー

ビスに応じた収入を得るビジネスモデルに基づき、より安定した収益の確保につながる事業として強化

してまいります。

（研究開発事業）
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　ネットワーク関連市場は世界的に製品開発が激化しており、絶え間なく技術革新が進んでおります。当社グ

ループは従来より売上高の一定割合を研究開発に投資するなど、先端技術の研究開発に取り組んでまいりま

した。ネットワーク関連機器の総合メーカーとしての地位を確保し、更なる成長を遂げるとともに企業価値

を向上させるためには、研究開発は欠かせない事業であり、今後も将来を見据えた活動を行ってまいります。
　
②基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するた

めの取組み

　当社は平成21年７月31日開催の取締役会において、上記のとおり、当社の財務及び事業の方針の決定を支配

する者の在り方に関する基本方針（以下「基本方針」といいます。）を定めるとともに、基本方針に照らし

て不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組み（会社

法施行規則第118条第３号ロ(２)）として、当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）（以下

「本プラン」といいます。）を導入いたしました。なお、本プランは、平成22年３月30日開催の当社第23回定

時株主総会において、有効期間の延長が承認されております。

　当社は、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資さない大量買付を行う者は、当社の財務及び事業の方

針の決定を支配する者として不適切であると考えています。本プランは、こうした不適切な者による当社の

企業価値ひいては株主共同の利益に反する大量買付を抑止するとともに、当社株式に対する大量買付が行わ

れる際に、当社取締役会が株主の皆様に代替案を提案したり、あるいは株主の皆様がかかる大量買付に応じ

るべきか否かを判断するために必要な情報や時間を確保すること、株主の皆様のために交渉を行うこと等を

可能とすることを目的としております。

　本プランは、当社株券等の20％以上を買付けしようとする者が現れた際に、買収者に事前の情報提供を求め

る等、上記の目的を実現するために必要な手続を定めております。

　買収者は、本プランに係る手続に従い、当社取締役会又は当社株主総会において本プランを発動しない旨が

決定された場合に、当該決定時以降に限り当社株券等の大量買付を行うことができるものとされています。

　買収者が本プランに定められた手続に従わない場合や当社株券等の大量買付が当社の企業価値ひいては株

主共同の利益を毀損するおそれがある場合等で、本プラン所定の発動要件を満たす場合には、当社は、買収者

等による権利行使は原則として認められないとの行使条件及び当社が買収者等以外の者から当社株式と引

換えに新株予約権を取得できる旨の取得条項が付された新株予約権を、その時点の当社を除く全ての株主に

対して新株予約権無償割当ての方法により割り当てます。本プランに従って新株予約権の無償割当てがなさ

れ、その行使又は当社による取得に伴って買収者以外の株主の皆様に当社株式が交付された場合には、買収

者の有する当社の議決権割合は、最大50％まで希釈化される可能性があります。

　なお、本プランに従った新株予約権の無償割当ての実施、不実施又は取得等の判断については、取締役の恣

意的判断を排除するため、当社経営陣から独立した社外取締役等のみから構成される独立委員会を設置し、

その客観的な判断を経るものとしております。また、当社取締役会は、これに加えて、本プラン所定の場合に

は、株主総会を開催し、新株予約権の無償割当ての実施に関する株主の皆様の意思を確認することがありま

す。　
　
③上記各取組みに対する当社取締役会の判断及びその判断に係る理由

　当社は、本プランは上記の基本方針に沿うものであり、また以下のような特段の配慮がされていることによ

り、当社の企業価値及び株主共同の利益を損なうものではなく、また当社役員の地位の維持を目的とするも

のではないと考えております。

(ア)企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上

　本プランは、基本方針に基づき、当社株券等に対する買付等がなされた際に、当該買付等に応じるべき

か否かを株主の皆様が判断し、あるいは当社取締役会が代替案を提案するために必要な情報や時間を確

保したり、株主の皆様のために買付者等と交渉を行うこと等を可能とすることにより、当社の企業価値

ひいては株主共同の利益を確保することを目的として導入されるものです。　

(イ)買収防衛策に関する指針等の要件の充足

　本プランは、経済産業省及び法務省が平成17年５月27日に発表した「企業価値・株主共同の利益の確

保又は向上のための買収防衛策に関する指針」に定める三原則（①企業価値・株主共同の利益の確保

・向上の原則、②事前開示・株主意思の原則、③必要性・相当性確保の原則）を全て充足しています。

(ウ)株主意思の重視

　本プランの有効期間は、本プランの有効期間は平成22年３月30日開催の当社第23回定時株主総会終結

後３年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までの約３年間とす

るいわゆるサンセット条項が付されており、かつ、その有効期間の満了前であっても、当社株主総会又は

当社取締役会において本プランを廃止する旨の決議が行われた場合には、本プランは当該決議に従い廃

止されることとなります。その意味で、本プランの消長には、株主の皆様のご意向が反映されることと

なっております。

(エ)独立性を有する社外取締役等の判断の重視及び第三者専門家の意見の取得
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　本プランの発動に際しては、独立性を有する社外取締役等のみから構成される独立委員会による勧告

を必ず経ることとされています。さらに、独立委員会は、当社の費用において独立した第三者専門家等の

助言を受けることができるものとされており、独立委員会による判断の公正さ・客観性がより強く担保

される仕組みとなっております。

(オ)合理的な客観的要件の設定　

　本プランは、合理的な客観的要件が充足されなければ発動されないように設定されており、当社取締役

会による恣意的な発動を防止するための仕組みを確保しております。

(カ)デッドハンド型やスローハンド型の買収防衛策ではないこと

　本プランは、株券等を大量に買い付けた者の指名に基づき当社の株主総会において選任された取締役

で構成される取締役会により廃止することが可能であるため、デッドハンド型買収防衛策（取締役会の

構成員の過半数を交代させてもなお、発動を阻止できない買収防衛策）ではありません。また、当社にお

いては取締役の任期は１年であり、期差任期制は採用されていないため、本プランは、スローハンド型買

収防衛策（取締役会の構成員の交代を一度に行うことができないため、その発動を阻止するのに時間を

要する買収防衛策）でもありません。

 

(５)研究開発活動 

　　　当第１四半期連結会計期間におけるグループ全体の研究開発活動の金額は919百万円であります。なお、当第１四

半期連結会計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。  
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第３【設備の状況】
(１)主要な設備の状況

　　当第１四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。 

  

(２)設備の新設、除却等の計画

　　当第１四半期連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設計画は、当社グループにおける新基幹業

務システムの構築に係る設備投資であります。

会社名
事業所名

所在地
事業の種類
別セグメン
トの名称

設備の内容
投資予定金額

資金調
達方法

 着手及び完了予定
 年月 完成後の

増加能力総額
(千円)

既支払額
(千円)

着手 完了

当社

東京本社

東京都

品川区
全社

基幹業務

システム
840,000 －

自己

資金

平成22年

４月

平成23年

１月

業務の

効率化
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】
種類 発行可能株式総数(株)
普通株式 600,000,000
計 600,000,000

 

②【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間末
現在発行数(株)
(平成22年３月31日)

提出日現在
発行数(株)

(平成22年５月14日)

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内　容

普通株式 156,876,421156,876,421
東京証券取引所
(市場第二部)

権利内容に何ら限定のない
当社における標準となる株
式であり、単元株式数は100
株であります。

計 156,876,421156,876,421― ―

　（注）　提出日現在の発行数には、平成22年５月１日から当該四半期報告書提出日までの新株予約権（旧商法第280条ノ
19の規定に基づく新株引受権を含む）の権利行使により発行された株式数は含まれておりません。

（２）【新株予約権等の状況】

①　新株予約権（ストックオプション）

第１回新株予約権

株主総会の特別決議（平成14年６月７日）

 
第１四半期会計期間末現在
(平成22年３月31日)

新株予約権の数 　　　　　　　　　　　　 　1,495個

新株予約権のうち自己新株予約権の数 －

新株予約権の目的となる株式の種類 　　　　  　　　　　　　　普通株式

新株予約権の目的となる株式の数　　　   　　　　 　　　　　　　　149,500株（注）１

新株予約権の行使時の払込金額　　　　   　　　　　 　　　　　　　　　409円（注）２

新株予約権の行使期間
    　　　　　自　平成16年６月７日

   　　　　　 至　平成24年６月６日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行

価格及び資本組入額

    　　　　　発行価格　　 　409円

    　　　　　資本組入額　　 205円

新株予約権の行使の条件 （注）３

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要する。

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －

第２回新株予約権

株主総会の特別決議（平成14年６月７日）

 
第１四半期会計期間末現在
(平成22年３月31日)

新株予約権の数 　　　　　　　　　　　　　　 413個

新株予約権のうち自己新株予約権の数 －

新株予約権の目的となる株式の種類        　                 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数　　　   　　　　　　　　　　　　　41,300株（注）１

新株予約権の行使時の払込金額　　　　             　                 275円（注）２

新株予約権の行使期間
              自　平成16年６月７日

              至　平成24年６月６日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行

価格及び資本組入額

              発行価格　　　 275円

              資本組入額　　 138円

新株予約権の行使の条件 （注）３

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要する。

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －
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第３回新株予約権

株主総会の特別決議（平成15年３月26日）

 
第１四半期会計期間末現在
(平成22年３月31日)

新株予約権の数 　　　　　　　　　　　　　　 439個

新株予約権のうち自己新株予約権の数 －

新株予約権の目的となる株式の種類                           普通株式

新株予約権の目的となる株式の数　　　                           43,900株（注）１

新株予約権の行使時の払込金額　　　　                               235円（注）２

新株予約権の行使期間
              自　平成17年３月26日

              至　平成25年３月25日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行

価格及び資本組入額

              発行価格　　 　235円

              資本組入額　　 118円

新株予約権の行使の条件 （注）３

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要する。

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －

第４回新株予約権

株主総会の特別決議（平成16年３月24日）

 
第１四半期会計期間末現在
(平成22年３月31日)

新株予約権の数 　　　　　　　　　　　　　　 590個

新株予約権のうち自己新株予約権の数 －

新株予約権の目的となる株式の種類           　　　　　　　　普通株式

新株予約権の目的となる株式の数　　　            　　　　　　　　590,000株（注）４

新株予約権の行使時の払込金額　　　　               　　　　　　　　 239円（注）５

新株予約権の行使期間
    　　　　　自　平成17年３月24日

    　　　　　至　平成26年３月23日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行

価格及び資本組入額

    　　　　　発行価格　　　 239円

    　　　　　資本組入額　　 120円

新株予約権の行使の条件 （注）３

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要する。

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －

第５回新株予約権

株主総会の特別決議（平成16年３月24日）

 
第１四半期会計期間末現在
(平成22年３月31日)

新株予約権の数 　　　　　　　　　　　　　　 373個

新株予約権のうち自己新株予約権の数 －

新株予約権の目的となる株式の種類          　　　　　　　　 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数　　　          　　　　　　　　373,000株（注）４

新株予約権の行使時の払込金額　　　　               　　　　　　　　 170円（注）５

新株予約権の行使期間
    　　　　　自　平成17年３月24日

    　　　　　至　平成26年３月23日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行

価格及び資本組入額

    　　　　　発行価格　　 　170円

    　　　　　資本組入額　　　85円

新株予約権の行使の条件 （注）３

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要する。

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －
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第６回新株予約権

株主総会の特別決議（平成16年３月24日）

 
第１四半期会計期間末現在
(平成22年３月31日)

新株予約権の数 　　　　　　　　　　　　　　 354個

新株予約権のうち自己新株予約権の数 －

新株予約権の目的となる株式の種類           　　　　　　　　普通株式

新株予約権の目的となる株式の数　　　           　　　　　　　　 354,000株（注）４

新株予約権の行使時の払込金額　　　　              　　　　　　　　 288円（注）５

新株予約権の行使期間
    　　　　　自　平成17年３月24日

    　　　　　至　平成26年３月23日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行

価格及び資本組入額

    　　　　　発行価格　　 　288円

   　　　　　 資本組入額　　 144円

新株予約権の行使の条件 （注）３

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要する。

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －

第７回新株予約権

株主総会の特別決議（平成16年３月24日）

 
第１四半期会計期間末現在
(平成22年３月31日)

新株予約権の数 　　　　　　 　　　　　　　　324個

新株予約権のうち自己新株予約権の数 －

新株予約権の目的となる株式の種類           　　　　　　　　普通株式

新株予約権の目的となる株式の数　　　           　　　　　　　　324,000株（注）４

新株予約権の行使時の払込金額　　　                 　　　　　　　　 336円（注）５

新株予約権の行使期間
   　　　　　 自　平成17年３月24日

   　　　　　 至　平成26年３月23日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行

価格及び資本組入額

    　　　　　発行価格　　　 336円

    　　　　　資本組入額　　 168円

新株予約権の行使の条件 （注）３

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要する。

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －

第８回新株予約権

株主総会の特別決議（平成17年３月23日）

 
第１四半期会計期間末現在
(平成22年３月31日)

新株予約権の数           　　　　　　　　 5,000個

新株予約権のうち自己新株予約権の数 －

新株予約権の目的となる株式の種類          　　　　　　　　 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数　　　           　　　　　　　　 500,000株（注）６

新株予約権の行使時の払込金額　　　　             　　　　　　　　 406円（注）５

新株予約権の行使期間
    　　　　　自　平成18年３月23日

    　　　　　至　平成27年３月22日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行

価格及び資本組入額

    　　　　　発行価格　　 　406円

    　　　　　資本組入額　　 203円

新株予約権の行使の条件 （注）３

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要する。

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －
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第11回新株予約権

株主総会の特別決議（平成17年３月23日）

 
第１四半期会計期間末現在
(平成22年３月31日)

新株予約権の数            　　　　　　　　8,650個

新株予約権のうち自己新株予約権の数 －

新株予約権の目的となる株式の種類         　　　　　　　　  普通株式

新株予約権の目的となる株式の数　　　            　　　　　　　　865,000株（注）６

新株予約権の行使時の払込金額　　　　             　　　　　　　　   573円（注）５

新株予約権の行使期間
    　　　　　自　平成20年２月27日

    　　　　　至　平成27年３月22日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行

価格及び資本組入額

    　　　　　発行価格　　　 573円

    　　　　　資本組入額　　 287円

新株予約権の行使の条件 （注）３

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要する。

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －

第13回新株予約権

株主総会の特別決議（平成18年３月30日）

 
第１四半期会計期間末現在
(平成22年３月31日)

新株予約権の数           　　　　　　　　 1,800個

新株予約権のうち自己新株予約権の数 －

新株予約権の目的となる株式の種類          　　　　　　　　 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数　    　          　　　　　　　　180,000株（注）６

新株予約権の行使時の払込金額　　　                　　　　　　　　 290円（注）５

新株予約権の行使期間
    　　　　　自　平成20年６月８日

    　　　　　至　平成28年３月29日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行

価格及び資本組入額

   　　　　　 発行価格　　　 290円

   　　　　　 資本組入額　　 145円

新株予約権の行使の条件 （注）３

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要する。

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －

第17回新株予約権

株主総会の特別決議（平成20年３月25日）

 
第１四半期会計期間末現在
(平成22年３月31日)

新株予約権の数            　　　　　　　　1,500個

新株予約権のうち自己新株予約権の数 －

新株予約権の目的となる株式の種類          　　　　　　　　 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数　    　         　　　　　　　　 150,000株（注）６

新株予約権の行使時の払込金額　　　                　　　　　　　　   78円（注）５

新株予約権の行使期間
    　　　　　自　平成20年５月23日

   　　　　　 至　平成24年５月22日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行

価格及び資本組入額

    　　　　　発行価格　　　  78円

    　　　　　資本組入額　　  39円（注）７

新株予約権の行使の条件 （注）３

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要する。

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 （注）８
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第18回新株予約権

株主総会の特別決議（平成20年３月25日）

 
第１四半期会計期間末現在
(平成22年３月31日)

新株予約権の数           　　　　　　　　14,700個

新株予約権のうち自己新株予約権の数 －

新株予約権の目的となる株式の種類         　　　　　　　　  普通株式

新株予約権の目的となる株式の数　    　        　　　　　　　　1,470,000株（注）６

新株予約権の行使時の払込金額　　　              　　　　　　　　     36円（注）５

新株予約権の行使期間
   　　　　　 自　平成23年１月23日

    　　　　　至　平成30年３月25日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行

価格及び資本組入額

   　　　　　 発行価格　　　  36円

   　　　　　 資本組入額　　  18円（注）７

新株予約権の行使の条件 （注）３

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要する。

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 （注）８

第19回新株予約権
株主総会の特別決議（平成20年３月25日）

 
第１四半期会計期間末現在
(平成22年３月31日)

新株予約権の数          　　　　　　　　 63,000個

新株予約権のうち自己新株予約権の数 －

新株予約権の目的となる株式の種類         　　　　　　　　  普通株式

新株予約権の目的となる株式の数　    　       　　　　　　　　 6,300,000株（注）６

新株予約権の行使時の払込金額　　　                  　　　　　　　　 36円（注）５

新株予約権の行使期間
    　　　　　自　平成22年１月23日

   　　　　　 至　平成25年１月22日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行

価格及び資本組入額

    　　　　　発行価格　　　  36円

   　　　　　 資本組入額　　  18円（注）７

新株予約権の行使の条件 （注）３

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要する。

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 （注）８

第20回新株予約権
株主総会の特別決議（平成21年３月30日）

 
第１四半期会計期間末現在
(平成22年３月31日)

新株予約権の数          　　　　　　　　 44,950個

新株予約権のうち自己新株予約権の数 －

新株予約権の目的となる株式の種類         　　　　　　　　  普通株式

新株予約権の目的となる株式の数　    　       　　　　　　　　 4,495,000株（注）６

新株予約権の行使時の払込金額　　　                  　　　　　　　　 81円（注）５

新株予約権の行使期間
    　　　　　自　平成24年３月11日

   　　　　　 至　平成31年３月30日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行

価格及び資本組入額

    　　　　　発行価格　　　  81円

   　　　　　 資本組入額　　  41円（注）７

新株予約権の行使の条件 （注）３

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要する。

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 （注）８
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第21回新株予約権
株主総会の特別決議（平成21年３月30日）

 
第１四半期会計期間末現在
(平成22年３月31日)

新株予約権の数          　　　　　　　　 35,050個

新株予約権のうち自己新株予約権の数 －

新株予約権の目的となる株式の種類         　　　　　　　　  普通株式

新株予約権の目的となる株式の数　    　       　　　　　　　　 3,505,000株（注）６

新株予約権の行使時の払込金額　　　                  　　　　　　　　 81円（注）５

新株予約権の行使期間
    　　　　　自　平成23年３月11日

   　　　　　 至　平成27年３月10日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行

価格及び資本組入額

    　　　　　発行価格　　　  81円

   　　　　　 資本組入額　　  41円（注）７

新株予約権の行使の条件 （注）３

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要する。

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 （注）８

（注）１．新株予約権１個につき当社普通株式100株とする。
　なお、当社が株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる
調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式についてのみ行われ、調
整の結果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
　調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 併合の比率

２．株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生じる１円未満の端数は切り上げるも
のとする。 

　調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 ×
1

併合の比率
時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整
の結果生じる１円未満の端数は切り上げるものとする。
 

既発行株式数＋
新規発行株式数×１株当たり払込金額

　調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 ×
１株当たり時価

既発行株式数＋新規発行株式数
３．①新株予約権者が当社又は関係会社を退職し、当社又は関係会社の従業員、取締役及び監査役ならびに社外協

力者の地位でなくなった場合、新株予約権を行使することができない。ただし、従業員が会社都合により退職
した場合もしくは定年により退職した場合、取締役及び監査役が任期満了により退任した場合等、取締役会
が正当な理由があると認めた場合はこの限りではない。
②新株予約権の最低単位は１個とし、分割行使はできない。

　　③新株予約権の行使に関するその他の条件等は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定
めるところによる。

４．新株予約権１個につき当社普通株式1,000株とする。
　なお、当社が株式分割及び株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。
ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式について
のみ行われ、調整の結果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
　調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 分割・併合の比率

５．株式分割又は併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整の結果生じる１円未満の端数は切り
上げるものとする。

　調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 ×
1

分割・併合の比率
時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整
の結果生じる１円未満の端数は切り上げるものとする。
 

既発行株式数＋
新規発行株式数×１株当たり払込金額

　調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 ×
１株当たり時価

既発行株式数＋新規発行株式数
６．新株予約権１個につき当社普通株式100株とする。
　なお、当社が株式分割及び株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。
ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式について
のみ行われ、調整の結果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
　調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 分割・併合の比率

７．新株予約権の行使により株式を発行する場合の資本組入額は、会社計算規則第17条第１項に従い算出される資
本金等増加限度額の２分の１の金額とする。 

８．組織再編行為に伴い、組織再編行為に関する契約、計算書等に再編対象会社の新株予約権を交付する旨を定め
た場合のみ、組織再編行為の効力発生時点において残存する新株予約権の新株予約権者に対し、会社法第236条
第１項８号イからホまでに掲げる株式会社の新株予約権を交付する。
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②　旧商法第280条ノ19の規定に基づく新株引受権（ストックオプション）

株主総会の特別決議（平成14年３月27日）

 
第１四半期会計期間末現在
(平成22年３月31日)

新株予約権の数 －

新株予約権のうち自己新株予約権の数 －

新株予約権の目的となる株式の種類           　　　　　　　　普通株式

新株予約権の目的となる株式の数         　　　　　　　　   3,000株

新株予約権の行使時の払込金額            　　　　　　　　  421円

新株予約権の行使期間
   　　　　　 自　平成16年３月30日

    　　　　　至　平成24年３月29日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行

価格及び資本組入額

   　　　　　 発行価格　　　 421円

    　　　　　資本組入額　 　211円

新株予約権の行使の条件 （注）１

新株予約権の譲渡に関する事項 （注）２

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －

（注）１．当社と付与対象者との間で締結する新株引受権付与に関する契約書に定めるところによる。
　　　２．新株引受権を第三者に譲渡することも、担保に供することもできない。

（３）【ライツプランの内容】

　該当事項はありません。 

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(百万円)

資本金残高
(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高
(百万円)

 平成22年１月１日～
 平成22年３月31日 

－ 156,876,421 － 9,807 － －

（５）【大株主の状況】

　大量保有報告書等の写しの送付等がなく、当第１四半期会計期間において、大株主の異動は把握しておりません。　
　なお、平成22年３月31日現在の大株主上位10名は以下のとおりであります。　

 氏名又は名称  住所
所有株式数
(千株) 

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合(％)

大嶋章禎
(アライドテレシスホールディングス株式会社)

BELLEVUE WA.USA
(東京都品川区西五反田七丁目21番11号)

35,060 22.35

オオシマ　ゼネラル　ホールディング　ＮＯ．
１，ＬＬＣ
(アライドテレシスホールディングス株式会社)

C/O ALLIED TELESIS,INTERNATIONAL
CORP 19800 NORTH CREEK PKWY.#200
BOTHELL.WA 98011.USA
(東京都品川区西五反田七丁目21番11号)

3,500 2.23

オオシマ　ゼネラル　ホールディング　ＮＯ．
２，ＬＬＣ
(アライドテレシスホールディングス株式会社)

C/O ALLIED TELESIS,INTERNATIONAL
CORP 19800 NORTH CREEK PKWY.#200
BOTHELL.WA 98011.USA
(東京都品川区西五反田七丁目21番11号)

3,500 2.23

オオシマ　ゼネラル　ホールディング　ＮＯ．
３，ＬＬＣ
(アライドテレシスホールディングス株式会社)

C/O ALLIED TELESIS,INTERNATIONAL
CORP 19800 NORTH CREEK PKWY.#200
BOTHELL.WA 98011.USA
(東京都品川区西五反田七丁目21番11号)

3,500 2.23

日本証券金融株式会社 東京都中央区日本橋茅場町１丁目２-10 2,186 1.39

BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG (FE-AC)
(株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行決済事業部)

PETERBOROUGH COURT 133 FLEET STREET
LONDON EC4A 2BB UNITED KINGDON
(東京都千代田区丸の内２丁目７－１)

1,776 1.13

株式会社ＳＢＩ証券 東京都港区六本木１丁目６－１ 1,601 1.02
MELLON BANK,N.A. AS AGENT FOR ITS CLIENT
MELLON OMNIBUS US PENSION
(株式会社みずほコーポレート銀行決済営業部)

ONE BOSTON PLACE BOSTON,MA 02108
(東京都中央区月島４丁目16－13)

1,466 0.93

BANK JULIUS BAER AND CO.,LTD.
(株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行決済事業部)

BAHNHOFSTRASSE 36,P.O.BOX 8010,
CH-8001 ZURICH,SWITZERLAND
(東京都千代田区丸の内２丁目７－１)

818 0.52

株式会社三井住友銀行 東京都千代田区有楽町１丁目１番２号 800 0.51
計 － 54,208 34.55

（注）１．(　)内は常任代理人の氏名又は名称および住所
　　　２．上記のほか、自己株式が17,293千株あります。
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（６）【議決権の状況】

①【発行済株式】

平成22年３月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 - - -

議決権制限株式（自己株式等） - - -

議決権制限株式（その他） - - -

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式　  17,293,800 - -

完全議決権株式（その他） 普通株式　 139,570,700             1,395,707
権利内容に何ら限定のない当

社における標準となる株式

単元未満株式 普通株式　　　  11,921 - -

発行済株式総数            156,876,421 - -

総株主の議決権 -              1,395,707 -

　（注）１．「完全議決権株式（その他）」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が4,400株（議決権44個）含まれてお

ります。　　　　　　　　　　

　　　　２．「単元未満株式」の欄には、自己株式が３株含まれております。

 

②【自己株式等】 

平成22年３月31日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所

自己名義所有

株式数　(株)　　

　　　　　　　

他人名義所有

株式数　(株)

所有株式数の

合計　　(株)

発行済株式総数

に対する所有株

式数の割合(％)

アライドテレシスホー

ルディングス株式会社

東京都品川区西五反田

七丁目21番11号
17,293,800- 17,293,800 11.02

計 - 17,293,800- 17,293,800 11.02

 

  

２【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

月別 平成22年１月 平成22年２月 平成22年３月

最高（円） 70 87 101

最低（円） 54 63 73

　（注）　最高・最低株価は、東京証券取引所市場第二部におけるものであります。

 

 

３【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はありません。 
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第５【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令

第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。

　なお、前第１四半期連結累計期間（平成21年１月１日から平成21年３月31日まで）は、改正前の四半期連結財務諸表

規則に基づき、当第１四半期連結会計期間(平成22年１月１日から平成22年３月31日まで）及び当第１四半期連結累

計期間（平成22年１月１日から平成22年３月31日まで）は、改正後の四半期連結財務諸表規則に基づいて作成してお

ります。

　

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前第１四半期連結累計期間（平成21年１月１日から平

成21年３月31日まで）に係る四半期連結財務諸表については監査法人トーマツによる四半期レビューを受け、また、

当第１四半期連結会計期間（平成22年１月１日から平成22年３月31日まで）及び当第１四半期連結累計期間(平成22

年１月１日から平成22年３月31日まで)に係る四半期連結財務諸表については有限責任監査法人トーマツによる四半

期レビューを受けております。

　なお、監査法人トーマツは、監査法人の種類の変更により、平成21年７月１日をもって有限責任監査法人トーマツと

なっております。
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１【四半期連結財務諸表】
（１）【四半期連結貸借対照表】

（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年３月31日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成21年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 8,590,687 7,246,804

受取手形及び売掛金 6,776,298 7,916,625

商品及び製品 3,398,037 3,683,658

仕掛品 234,902 209,618

原材料及び貯蔵品 820,172 781,915

前払費用 571,578 558,785

その他 1,300,371 1,259,625

貸倒引当金 △260,214 △318,874

流動資産合計 21,431,833 21,338,159

固定資産

有形固定資産 ※
 2,212,893

※
 2,219,878

無形固定資産

その他 202,762 198,319

無形固定資産合計 202,762 198,319

投資その他の資産

その他 999,315 993,512

貸倒引当金 △22,411 △24,449

投資その他の資産合計 976,903 969,063

固定資産合計 3,392,560 3,387,261

資産合計 24,824,393 24,725,420

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 2,746,167 2,895,872

短期借入金 1,359,422 2,366,095

1年内返済予定の長期借入金 433,996 132,000

1年内償還予定の社債 168,000 168,000

未払費用 1,049,540 1,008,038

未払金 696,742 585,762

未払法人税等 293,601 95,002

賞与引当金 478,781 205,944

前受収益 1,872,898 1,725,304

その他 459,200 419,760

流動負債合計 9,558,352 9,601,780

固定負債

社債 248,000 248,000

長期借入金 600,004 35,000

退職給付引当金 685,829 673,949

その他 73,664 89,766
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年３月31日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成21年12月31日)

固定負債合計 1,607,498 1,046,716

負債合計 11,165,850 10,648,496

純資産の部

株主資本

資本金 9,807,675 9,807,675

資本剰余金 3,710,725 3,710,725

利益剰余金 49,199 40,272

自己株式 △983,467 △668,512

株主資本合計 12,584,133 12,890,160

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △300 △633

為替換算調整勘定 866,389 988,063

評価・換算差額等合計 866,089 987,429

新株予約権 208,320 199,334

純資産合計 13,658,543 14,076,924

負債純資産合計 24,824,393 24,725,420
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（２）【四半期連結損益計算書】
【第１四半期連結累計期間】

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間
(自　平成21年１月１日
　至　平成21年３月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成22年１月１日
　至　平成22年３月31日)

売上高 7,609,974 8,913,244

売上原価 4,042,824 3,869,263

売上総利益 3,567,149 5,043,980

販売費及び一般管理費 ※
 4,513,958

※
 4,671,952

営業利益又は営業損失（△） △946,809 372,027

営業外収益

受取利息 6,554 2,432

持分法による投資利益 4,468 5,616

為替差益 720,014 46,814

その他 8,735 13,130

営業外収益合計 739,772 67,994

営業外費用

支払利息 14,841 13,248

その他 2,675 5,253

営業外費用合計 17,516 18,502

経常利益又は経常損失（△） △224,553 421,519

特別利益

固定資産売却益 450 －

貸倒引当金戻入額 1,623 88,667

新株予約権戻入益 1,502 5,531

特別利益合計 3,575 94,199

特別損失

固定資産売却損 384 128

固定資産除却損 1,733 2,443

事業再編損 48,737 33,742

訴訟関連損失 － 4,125

その他 19 －

特別損失合計 50,873 40,440

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△271,851 475,277

法人税、住民税及び事業税 37,201 209,232

法人税等調整額 － △32,220

法人税等合計 37,201 177,012

四半期純利益又は四半期純損失（△） △309,053 298,264
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（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間
(自　平成21年１月１日
　至　平成21年３月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成22年１月１日
　至　平成22年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四
半期純損失（△）

△271,851 475,277

減価償却費 139,127 126,247

貸倒引当金の増減額（△は減少） △6,752 △64,283

賞与引当金の増減額（△は減少） 147,560 272,768

退職給付引当金の増減額（△は減少） △3,743 15,535

受取利息及び受取配当金 △6,554 △2,432

支払利息 14,841 13,248

為替差損益（△は益） △880,675 △135,541

持分法による投資損益（△は益） △4,468 △5,616

固定資産売却損益（△は益） △66 128

固定資産除却損 1,733 2,443

未払費用の増減額（△は減少） 42,385 49,078

売上債権の増減額（△は増加） 2,563,953 1,176,194

たな卸資産の増減額（△は増加） 265,118 244,039

仕入債務の増減額（△は減少） △1,281,055 △154,646

事業再編損失 48,737 33,742

訴訟関連損失 － 4,125

その他 25,569 118,577

小計 793,857 2,168,886

利息及び配当金の受取額 6,554 2,429

利息の支払額 △14,170 △15,597

法人税等の支払額 △192,151 △5,575

事業再編による支出 △2,237 △44,456

営業活動によるキャッシュ・フロー 591,852 2,105,686

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △105,321 △79,070

有形固定資産の売却による収入 702 11

無形固定資産の取得による支出 △25,846 △25,956

投資有価証券の取得による支出 △148 △148

定期預金の増減額（△は増加） － △100,000

貸付金の回収による収入 5,999 390

その他 △2,073 5,444

投資活動によるキャッシュ・フロー △126,687 △199,329

EDINET提出書類

アライドテレシスホールディングス株式会社(E01867)

四半期報告書

22/34



（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間
(自　平成21年１月１日
　至　平成21年３月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成22年１月１日
　至　平成22年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） 15,647 △1,009,199

長期借入れによる収入 － 900,000

長期借入金の返済による支出 △7,668 △33,000

自己株式の取得による支出 － △314,955

配当金の支払額 － △157,190

その他 － △2,213

財務活動によるキャッシュ・フロー 7,978 △616,558

現金及び現金同等物に係る換算差額 57,962 △45,915

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 531,105 1,243,882

現金及び現金同等物の期首残高 3,292,853 7,146,804

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 3,823,959

※
 8,390,687
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【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

　　  該当事項はありません。

【簡便な会計処理】

 
当第１四半期連結会計期間
（自　平成22年１月１日
至　平成22年３月31日）

１．固定資産の減価償却費の

算定方法

　定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分

して算定する方法によっております。 

２．税金費用の計算 　法人税等については、加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定する方法により算

出しております。なお、連結財務諸表における重要性が乏しい連結子会社については、経

営環境に著しい変化が発生しておらず、四半期財務諸表における税金費用の計算にあた

り、税引前四半期純利益に前年度の損益計算書における税効果会計適用後の法人税等の

負担率を乗じて計算する方法によっております。 

【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

　　　該当事項はありません。　　
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【追加情報】
 
　　　該当事項はありません。

 

 

【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

当第１四半期連結会計期間末
（平成22年３月31日）

前連結会計年度末
（平成21年12月31日）

※　有形固定資産の減価償却累計額は6,447,687千円であり

ます。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額が含ま

れております。   

※　有形固定資産の減価償却累計額は6,369,799千円であり

ます。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額が含ま

れております。   

（四半期連結損益計算書関係）

前第１四半期連結累計期間
（自　平成21年１月１日
至　平成21年３月31日）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成22年１月１日
至　平成22年３月31日）

※　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次

のとおりであります。

※　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次

のとおりであります。

給与手当 1,463,404千円

研究開発費 866,081千円

賞与引当金繰入額 285,611千円

退職給付費用 29,391千円

貸倒引当金繰入額 11,029千円

給与手当 1,450,648千円

研究開発費 919,002千円

賞与引当金繰入額 478,781千円

退職給付費用 24,809千円

貸倒引当金繰入額 12,911千円

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前第１四半期連結累計期間
（自　平成21年１月１日
至　平成21年３月31日）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成22年１月１日
至　平成22年３月31日）

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借

対照表に掲記されている科目の金額との関係

　　　　　　　　　　　　　（平成21年３月31日現在)

 （千円）

現金及び預金勘定 4,085,532

預入期間が３ヵ月を超える定期預金 △261,573

現金及び現金同等物 3,823,959

 

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借

対照表に掲記されている科目の金額との関係

　　　　　　　　　　　　　（平成22年３月31日現在)

 （千円）

現金及び預金勘定 8,590,687

預入期間が３ヵ月を超える定期預金 △200,000

現金及び現金同等物 8,390,687
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（株主資本等関係）

当第１四半期連結会計期間末（平成22年３月31日）及び当第１四半期連結累計期間（自　平成22年１月１日　至　

平成22年３月31日）

１．発行済株式の種類及び総数

　普通株式　　156,876,421株  

２．自己株式の種類及び株式数

　普通株式　　 17,293,803株  

３．新株予約権等に関する事項

(１)平成14年３月新株引受権

　　　新株引受権の目的となる株式の種類　　　　　普通株式

　　　新株引受権の目的となる株式の数　　　　　 　3,000株

(２)ストックオプションとしての新株予約権

　　　新株予約権の四半期連結会計期間末残高 208,320千円（親会社158,150千円、連結子会社50,170千円）

　　　(注)第18回・第20回・第21回新株予約権は、権利行使期間の初日が到来しておりません。　　  

４．配当に関する事項

　　配当金支払額　

決議 株式の種類　配当金の総額　
１株当たり

配当額
基準日 効力発生日　 配当の原資　

平成22年２月12日

取締役会　
普通株式 289百万円 ２円　 平成21年12月31日平成22年３月31日利益剰余金　

５．株主資本の金額の著しい変動

　当社は、当第１四半期連結会計期間において、平成21年５月14日及び平成21年12月28日開催の取締役会決議に

基づき、自己株式の取得を行いました。この結果、当第１四半期連結会計期間において、自己株式が314,955千円

増加し、当第１四半期連結会計期間末において983,467千円となっております。　
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（セグメント情報）

【事業の種類別セグメント情報】

　　前第１四半期連結累計期間（自　平成21年１月１日　至　平成21年３月31日）及び当第１四半期連結累計期間

（自　平成22年１月１日　至　平成22年３月31日）

当連結グループは、情報通信・ネットワーク関連事業のみを行っているため、事業の種類別セグメント情報

の記載は省略しております 。

 

 

【所在地別セグメント情報】

　　前第１四半期連結累計期間（自　平成21年１月１日　至　平成21年３月31日）

 日本(千円) 欧米(千円)
アジア・

オセアニア(千円)
計(千円)

消去又は全社
(千円)

連結(千円)

売上高                      

(1) 外部顧客に対する

売上高
4,070,4503,117,909421,6147,609,974 － 7,609,974

(2) セグメント間の

内部売上高又は振替高
144,445 14,148 2,009,6842,168,278(2,168,278) － 

計 4,214,8953,132,0572,431,2989,778,252(2,168,278)7,609,974

　営業利益又は損失(△) △690,037 △39,998 △23,145 △753,181 (193,627)△946,809

　

　　当第１四半期連結累計期間（自　平成22年１月１日　至　平成22年３月31日）

 日本(千円) 欧米(千円)
アジア・

オセアニア(千円)
計(千円)

消去又は全社
(千円)

連結(千円)

売上高                      

(1) 外部顧客に対する

売上高
5,058,7603,370,608483,8758,913,244 － 8,913,244

(2) セグメント間の

内部売上高又は振替高
205,384 65,598 1,949,1772,220,160(2,220,160) － 

計 5,264,1453,436,2062,433,05311,133,405(2,220,160)8,913,244

　　　　営業利益 172,190 50,434 115,782 338,407 33,620 372,027

　（注) １．国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。
２．本邦以外の区分に属する主な国又は地域
(１)欧米　　　　　　　　：　アメリカ、カナダ、イギリス、フランス、ドイツ、オランダ、イタリア
(２)アジア・オセアニア　：　シンガポール、中国、オーストラリア、ニュージーランド
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【海外売上高】

　　　　　　前第１四半期連結累計期間（自　平成21年１月１日　至　平成21年３月31日）

 北米 欧州
アジア・
オセアニア

計

Ⅰ　海外売上高(千円) 1,248,8641,791,447 421,614 3,461,926

Ⅱ　連結売上高(千円) － － － 7,609,974

Ⅲ　連結売上高に占める海外

売上高の割合(％)
16.4 23.5 5.5 45.5

　

　　　　　　当第１四半期連結累計期間（自　平成22年１月１日　至　平成22年３月31日）

 北米 欧州
アジア・
オセアニア

計

Ⅰ　海外売上高(千円) 1,348,0201,940,337 481,793 3,770,151

Ⅱ　連結売上高(千円) － － － 8,913,244

Ⅲ　連結売上高に占める海外

売上高の割合(％)
15.1 21.8 5.4 42.3

　（注) １．国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

２．本邦以外の区分に属する主な国又は地域

(１)北米　　　　　　　　：　アメリカ、カナダ

(２)欧州　　　　　　　　：　イギリス、フランス、ドイツ、オランダ、イタリア

(３)アジア・オセアニア　：　シンガポール、中国、オーストラリア、ニュージーランド

３．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。

（有価証券関係）

　有価証券の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額は、前連結会計年度の末日と比較して著しい変動がありま

せん。

 

 

（デリバティブ取引関係）

　当社グループはデリバティブ取引を行っていないため、該当事項はありません。　
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（ストック・オプション等関係）

当第１四半期連結会計期間（自　平成22年１月１日　至　平成22年３月31日）

１．ストック・オプションに係る当第１四半期連結会計期間における費用計上額及び科目名

　販売費及び一般管理費　　　     　 14,517千円

２．権利不行使による失効により利益として計上した金額 

　新株予約権戻入益　　　　　         5,531千円

３．当第１四半期連結会計期間に付与したストック・オプションの内容

 第20回新株予約権

付与対象者の区分及び人数
当社取締役３名　当社従業員６名　当社グループ会社取締役

９名　当社グループ会社従業員143名

株式の種類別のストック・オプションの付与数 普通株式　4,495,000株

付与日 平成22年３月11日

権利確定条件
権利行使日において当社又は関係会社の取締役、監査役、従

業員および社外協力者の地位にあることを要する 

対象勤務期間 自平成22年３月11日　至平成24年３月11日 

権利行使期間 自平成24年３月11日　至平成31年３月30日

権利行使価格                                    (円) 　81

付与日における公正な評価単価                    (円)   　24.32-28.55

 

 第21回新株予約権

付与対象者の区分及び人数 当社取締役５名　当社監査役１名　当社従業員１名

株式の種類別のストック・オプションの付与数 普通株式　3,505,000株

付与日 平成22年３月11日

権利確定条件
権利行使日において当社又は関係会社の取締役、監査役、従

業員および社外協力者の地位にあることを要する 

対象勤務期間 自平成22年３月11日　至平成23年３月11日 

権利行使期間 自平成23年３月11日　至平成27年３月10日

権利行使価格                                    (円) 　81

付与日における公正な評価単価                    (円) 23.34

　

（企業結合等関係）

      該当事項はありません。　
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（１株当たり情報）

１．１株当たり純資産額

当第１四半期連結会計期間末
（平成22年３月31日）

前連結会計年度末
（平成21年12月31日）

１株当たり純資産額 96.36円 １株当たり純資産額 95.93円

２．１株当たり四半期純利益金額又は四半期純損失金額等

前第１四半期連結累計期間
（自　平成21年１月１日
至　平成21年３月31日）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成22年１月１日
至　平成22年３月31日）

１株当たり四半期純損失金額 1.97円
　なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につ
いては、潜在株式は存在するものの１株当たり四半期純損
失であるため記載しておりません。

１株当たり四半期純利益金額 2.13円
潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 2.07円
　

　　（注）１株当たり四半期純利益金額又は四半期純損失金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の算定上

の基礎は、以下のとおりであります。

 
前第１四半期連結累計期間
（自　平成21年１月１日
至　平成21年３月31日）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成22年１月１日
至　平成22年３月31日）

１株当たり四半期純利益金額又は四半期純損失金額   

四半期純利益又は四半期純損失 （△）　 (千円) △309,053 298,264

普通株主に帰属しない金額    　　　    (千円) － －

普通株式に係る四半期純利益又は四半期純損失　　
(△）   (千円)

△309,053 298,264

期中平均株式数      　　　　　 　　 　 (株) 156,820,818 140,225,985

 　　　　　 　　 　 　

 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額　　 　　 　　 　

四半期純利益調整額  　 　　　　　　　(千円) － －

普通株式増加数      　　　　　 　　 　 (株) － 3,841,181

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当
たり四半期純利益の算定に含めなかった潜在株式
で、前連結会計年度末から重要な変動があったもの
の概要

 ― 平成21年３月30日定時株主総会
決議による新株予約権２種類
（普通株式8,000,000株）。
なお、概要は「第４提出会社の
状況、１株式等の状況、（２）新
株予約権等の状況」に記載のと
おりであります。　　　　　　　　　　
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（重要な後発事象）

当第１四半期連結会計期間
（自　平成22年１月１日
至　平成22年３月31日）

（自己株式の取得）

　当社は、平成22年３月30日開催の取締役会において、会社法第165条第３項の規定により読み替えて適用される同法第

156条の規定に基づき、自己株式の取得に係る決議をいたしました。

　なお、平成22年４月28日をもって、当該決議に基づく自己株式の取得は終了いたしました。　

１．取得に係る事項の内容

　　①取得対象株式の種類　　　普通株式

　　②取得しうる株式総数　　　10,000,000株（上限）

　　③株式の取得価額の総額　　1,000,000千円（上限）

　　④取得期間　　　　　　　　平成22年４月１日～平成22年６月23日（約定ベース）

　　⑤取得の方法　　　　　　　信託方式による市場買付

２．取得理由

　　経営環境の変化に対応して機動的な資本政策を可能にするため

３．平成22年４月１日から平成22年４月28日までに実施した自己株式の取得結果

　　①取得株式数　　　　　7,342,700株

　　②取得金額　　　　　　999,994千円　

　

（リース取引関係）

　当第１四半期連結会計期間 (自　平成22年１月１日　至　平成22年３月31日)

リース取引開始日が適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借

取引に係る方法に準じて処理を行っておりますが、当四半期連結会計期間末におけるリース取引残高は前連結

会計年度末に比べて著しい変動がありません。

  

 

２【その他】

（普通株式の配当に関する事項）　

　平成22年２月12日開催の取締役会において次のとおり決議しております。

　　①配当金の総額　　　　　　 　289百万円

　　②１株当たり配当額　　　　　　 　　2円

　　③基準日　　　　　　　平成21年12月31日

　　④効力発生日　　　　　平成22年３月31日　
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成21年５月11日

アライドテレシスホールディングス株式会社

取締役会　御中

監査法人　トーマツ

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 井上　隆司　　印

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 下条　修司　　印

 

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているアライドテレシス

ホールディングス株式会社の平成21年１月１日から平成21年12月31日までの連結会計年度の第１四半期連結累計期間（平

成21年１月１日から平成21年３月31日まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損

益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責

任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続

その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実

施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、アライドテレシスホールディングス株式会社及び連結子会社の平成21年

３月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況

を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

 

追記情報

　重要な後発事象に記載されているとおり、会社は平成21年５月２日に資本準備金及び利益準備金の額の減少並びに剰余金

の処分を行った。

 

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　上

　（注）１ 上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報告

書提出会社）が別途保管しております。

　　　　２ 四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成22年５月７日

アライドテレシスホールディングス株式会社

取締役会　御中

有限責任監査法人　トーマツ

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 井上　隆司　　印

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 下条　修司　　印

 

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているアライドテレシス

ホールディングス株式会社の平成22年１月１日から平成22年12月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間（平

成22年１月１日から平成22年３月31日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成22年１月１日から平成22年３月31日ま

で）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フ

ロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独

立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続

その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実

施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、アライドテレシスホールディングス株式会社及び連結子会社の平成22年

３月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況

を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

　

追記情報

　重要な後発事象に記載のとおり、会社は自己株式の取得を行った。

　

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　以　上

　（注）１ 上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報告

書提出会社）が別途保管しております。

　　　　２ 四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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